確認団体に関する資料
（奥州市長選挙関係）
１．確認団体とは
確認団体とは、所定の要件を満たすことにより選挙運動期間中に特定の政治活動を行うことを認められた「政党その他の政治団体」を指します。
２．確認団体の要件
市長選挙において、所属候補者又は支援候補者を有する「政党その他の政治団体」は、奥州市選挙管理委員会に申請し、確認書の交付を受ける必要があります。また、予め、政治資金規正法第６条による「政治団体の届け出」を岩手県選挙管理委員会に行っている必要があります。
　なお、確認書の申請には次の注意点があります。
　　（１）支援候補者の場合、候補者の同意（同意書の提出）が必要です。
　　（２）一つの「政党その他の政治団体」の所属候補者又は支援候補者となった者は、その選挙において、別の団体の所属候補者又は支援候補者にはなれません。
３．確認団体が行うことができる政治活動
確認団体以外の「政党その他の政治団体」は、選挙期間中に次のような政治的行為を行うことは原則禁止されており、違反した場合は刑罰の対象となります。
〇政談演説会・街頭政談演説の開催  〇ポスター・立札・看板等の掲示
〇ビラの頒布  〇自動車・拡声機を使用しての宣伝　等
確認書の交付を受けることで、確認団体は選挙運動期間中においても上記の政治活動を行うことが認められますが、次のような制限があります。

(1)政談演説会の開催は事前に選挙管理委員会への届け出が必要で、回数は２回までです。
(2)政談演説会において、所属又は支援候補者は自身の選挙運動のための演説をすることは差し支えありませんが、演説会の主体は政治活動であり、限定的でなければなりません。
(3)政談演説会及び街頭政談演説会の場において、候補者はタスキを着用することはできません。
(4)政談演説会の会場で使用する文書図画に、候補者の氏名及び氏名類推事項（写真や似顔絵を含む）を記載することはできません。確認団体が発行するビラについても同様です。
(5)確認団体が発行するビラの枚数に制限はありませんが、事前に届け出が必要です。
４．申請・届出
　選挙期間中に次の政治活動を実施する場合は、申請・届出が必要です。
	様式
	様式の名称
	届出又は申請の日付

	No１
	政治団体確認申請書
	告示日以降

	No２
	政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書
	告示日以降

	No３
	政談演説会開催届出書
	あらかじめ

	No４
	政談演説会変更届出書
	あらかじめ

	No５
	政治活動用ビラ届出書
	告示日以降（届出後使用可）

	No６
	政治活動用ポスター証紙交付票
	告示日以降

・必要なつど交付申請

・申請のつど同じ用紙を持参

・ポスターは1,000枚以内

	No７
	機関新聞紙(雑誌)届
	告示日以降


５．その他
　詳細は次ページ以降の説明をご覧ください。

令和８年３月８日執行奥州市長選挙における
確認団体だけができる政治活動
１　政談演説会の開催　　（法 201の９①-1,法201の11①、法201の13）
　○　開催に当たっては、あらかじめ政談演説会開催届出書(様式No.3)を選挙管理員会に届け出ること。
○　市内で２回開催できる。
　○　届出済みの内容を変更又は中止するときは、変更届出書（様式No.4）を届け出ること。
○　政策の普及、宣伝が主であるほか、従たる範囲内で候補者の推薦、支持その他選挙運動のための演説もできる。
　○　候補者自身も従たる範囲内で選挙に関する演説ができる。
○　候補者は、演説の際たすきを使用することはできない。
　○　会場において政治活動のための連呼行為は認められるが、候補者の氏名を連呼するなど選挙運動にわたる連呼行為は禁止される。
　○　会場内に掲示する文書図画には、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項（写真及び似顔絵を含む）を記載することはできない。

２　政治活動用自動車及び拡声機の使用　　（法 201の９①-3,①-3の2）
　○　政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車は、確認団体の本部及び支部を通じて１台に限られる。
· 　自動車の前面等に選挙管理委員会が交付する表示板を使用中常時掲出しなければならない。
　〇　拡声機の使用は、政談演説会の会場、街頭政談演説の場所及び政治活動用自

　　動車の車上に限られる。
· 　午前８時から午後８時までの間、政治活動用自動車の上において、政治活動のための連呼行為は認められる（走行中も可）が、候補者の氏名を連呼するなど選挙運動にわたる連呼行為は禁止される。
· 　候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項（写真及び似顔絵を含む）を記載することはできない。

３　街頭政談演説会の開催　　（法 201の９①-2,法201の12①、法201の13）
　○　政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用する自動車の、停止した車上及び
　　その周囲でなければ開催できない。
· 開催回数の制限はない。

· 開催時間は、午前８時から午後８時まで
　○　候補者自身も従たる範囲内で選挙に関する演説ができる。
　○　候補者は、演説の際たすきを使用することはできない。
○　政治活動のための連呼行為は認められるが、候補者の氏名を連呼するなど選挙運動にわたる連呼行為は禁止される。
○　学校及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するよう努めなければならない。

４　政治活動用のポスターの掲示　　（法 201の９①-4,法201の11④,⑤）
　○　規格　長さ８５㎝、幅６０㎝以内
　○　枚数　１,０００枚以内
　○　純然たる政治活動のほか、候補者の選挙運動にわたる内容も記載できる。ただ
　　し、候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項（写真及び似顔絵を含む）を記載することはできない。
· 選挙管理委員会が交付する証紙を表面に貼付しなければならない。

○　ポスターの表面に当該政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名（法人の場合は名称）及び住所を記載しなければならない。
　○　国若しくは地方公共団体が所有若しくは管理する場所には掲示できない（ただし橋りょう、電柱、公営住宅では管理者の承諾があれば掲示できる。）。これ以外の場所については、所有者の許可を得て掲示できる。なお選挙の当日も掲示しておくことはできるが、選挙後速やかに撤去しなければならい。
５　立札、看板の類の掲示　　（法 201の９①-5,法201の11⑥,⑧,⑨）
　○　政談演説会開催告知用、政談演説会場内で使用するもの並びに政治活動用自動車に取り付けて使用するものは認められる。
　○　規格についての制限はなく、立札・看板の類、横断幕、懸垂幕、のぼり等を掲示することができる。
　○　枚数の制限
　　　（１）政談演説会開催告知用　　５枚以内（政談講演会ごと）
　　　（２）政談演説会場内及び政治活動用自動車用　　制限なし

· 　開催告知用の立札及び看板の類には、選挙管理委員会が交付する表示票を貼付し、掲示しなければならない。なお、表示票は政談演説会の開催届出の際、選挙管理委員会から交付する。

· 開催告知用の立札及び看板の類の表面に、掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。
　○　記載内容は純然たる政治活動に限られ、選挙運動にわたる内容並びに候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項（写真及び似顔絵を含む）を記載することはできない。
　○　掲示箇所については、ポスターの場合と同様であるが、演説会当日については、演説会の会場内及び会場前並びに公園、広場、緑地及び道路は、管理者の許可を得て掲示することができる。
　○　自動車の使用をやめたとき、または政談演説会が終了したときは、これらに使用した手札及び看板の類を直ちに撤去しなければならない。
６　政治活動用ビラの頒布　　（法 201の９①-6、201の11⑤、201の13）
　○　選挙管理委員会に届出したもの２種類以内に限られる。届け出は、政治活動用ビラ届出書(様式No.5)による。
　○　規格、枚数に制限はないが、綴じられていない一枚ものの印刷物とする。
　○　候補者の氏名又はその氏名が類推されるような事項（写真及び似顔絵を含む）を記載することはできない。
　○　ビラの表面に確認団体の名称、選挙の種類及び政治活動用ビラである旨を表示する記号を記載しなければならない。
　○　上記の記号の例は「確認団体ビラ１号」又は「政治活動ビラ１号」等とし、ビラの種類ごとに区分するものとする。
　○　政談演説会の会場内、政談街頭演説会の場所、街頭で通行人に直接手渡したり、郵送、ポスティング、新聞折込み、候補者の選挙事務所等で頒布することができる。なお、手渡しの際、候補者氏名を連呼するなど選挙運動にわたる行為は禁止される。
　○　街頭演説会の場所で選挙運動と一体的に頒布することもできるが、この場合、街頭演説会に従事する者として扱われるため、腕章の着用が必要となる。
　○　戸別に訪問して、居住者に面談し配布することは戸別訪問に違反すると問われる場合がある。

○　公営施設における個人演説会の会場で頒布することはできない。
○　国又は地方公共団体が所有し又は管理する建物での頒布は禁止される。
７　政治団体の機関紙（誌）の発行　　（法 201の15）
　○　機関新聞紙（雑誌）届により選挙管理委員会に届出したもの１種類に限って発行できる。（本部で直接発行のものを除く。）

　　届け出は、機関新聞紙(雑誌)届(様式No7)による。
　○　通常の方法（市長選挙の告示前６ヵ月から平常行われていた方法で臨時又は
　　特別の方法は含まない。）で頒布できる。
　○　引き続いて発行されている期間が６ヵ月未満のものについては、政談演説会
　　場内に限って頒布でき、他の場所ではできない。
　○　当該機関紙の号外等については、選挙に関する報道、論評を掲載したものを
　　頒布できない。
８　インターネット等を利用する選挙運動　（法142条の４①-6、142条の６④-4）
○　電子メールを利用する方法により、選挙運動のために使用する文書図画を頒布することができる。
○　選挙運動の期間中、選挙用ウェブサイトに直接リンクする有料インターネット広告を掲載することができる。
※それぞれの詳細は、説明会資料を確認されたい。
令和８年３月８日執行奥州市長選挙
確認団体の政治活動に関する
関係書類一覧表
１　申請、届出等書類（政治団体）
	種　　　　　別
	様式№
	提出部数

	 政治団体確認申請書
	１
	１

	 政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書
	２
	１

	 政談演説会開催届出書
	３
	１

	 政談演説会変更届出書
	４
	１

	 政治活動用ビラ届出書
	５
	１

	 政治活動用ポスター証紙交付票（委員会と兼用）
	６
	１

	 機関新聞紙（雑誌）届
	７
	１


　　※様式２・様式６を除き政治団体の代表者印が必要
　　※様式２では、候補者の印が必要

２　交付書類、交付物（委員会）
	種　　　　　別
	様式№
	交付部(枚)数

	 政治団体確認書
	８
	１

	 政治活動用自動車表示板
	９
	１

	 政治活動用ポスター証紙
	10
	1,000枚以内

	政談演説会告知用表示票（開催１回につき）
	11
	５枚


３　交付書類受領書（政治団体）
　　(1) 政治団体確認書、政治活動用自動車表示板 用

　　(2) 政談演説会告知用立札・看板類の証票 用

　　　　　※(1)・(2)共に、受領者の印鑑が必要
様式№１
	受理番号
	受理年月日時刻
	
	委員長
	事務局長
	係

	第　　号
	令和　 年　  月　　日

午前・午後　 時　　分
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　　月　　日
 eq \o\ad(政治団体確認申請書,　　　　　　　　　　　　　　)
　奥州市選挙管理委員会
委員長　佐賀　克也　様
　　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(政治団体名,　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　　電　話　番　号　    　　－
　　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　令和８年３月８日執行の奥州市長選挙における、本団体の　所属・支援　候補者は、次のとおりですので、公職選挙法第201条の９第１項ただし書の規定の適用を受ける政治団体であることを確認願いたく、申請します。
記
１　所属・支援　候補者数　　　　人（令和８年３月１日現在）
１　所属・支援　候補者氏名等
	侯補者氏名
	立候補届出年月日

	
	令和８年３月１日


備考
１　所属・支援の部分は、該当以外の部分を二重線で抹消し訂正印を押印のこと。
　　２　支援候補者の場合、「政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書」（様式No.2）も提出のこと。
様式№２

　　　　　政党その他の政治団体の支援候補者
　　　　　とされることの同意書
（政治団体名）
　私は、令和８年３月８日執行の奥州市長選挙において、　　　　　　　　　　　が
公職選挙法第201条の９第１項ただし書の規定の適用を受けるにつき、
（政治団体名）
　　　　　　　　　　　の支援候補者とされることに同意します。
　　令和８年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 候補者氏名　　　　　　　　　　　　　㊞
　　政治団体名
　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　 様

様式№３（第51条関係）
	受理番号
	受理年月日時刻
	
	委員長
	事務局長
	係

	第　　号
	令和　 年　  月　　日

午前・午後　 時　　分
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年　　月　　日
　奥州市選挙管理委員会
委員長　佐賀　克也　様
　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(政治団体名,　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　電　話　番　号　    　　－
　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
 eq \o\ad(政談演説会開催届出書,　　　　　　　　　　　　　　)
　令和８年３月８日執行の奥州市長選挙における政談演説会を次のとおり開催したいから届け出ます。
記
	開　催　日　時
	使用する施設の名称
	使用する施設の所在地

	月　　日　　時　　分
	
	奥州市


様式№４
	受理番号
	受理年月日時刻
	
	委員長
	事務局長
	係

	第　　号
	令和　 年　  月　　日

午前・午後　 時　　分
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　　月　　日
　奥州市選挙管理委員会
委員長　佐賀　克也　様
　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(政治団体名,　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　電　話　番　号　　　　　－
　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
 eq \o\ad(政談演説会変更届出書,　　　　　　　　　　　　　　)
　令和８年　　月　　日届出をしました奥州市長選挙の政談演説会を、次のとおり変更したいので届出ます。
記
	区　分
	開　催　日　時
	使用する施設の名称
	使用する施設の所在地

	変更前
	令和８年　　　月　　日

　午前・午後　　時　　分
	
	奥州市

	変更後
	令和８年　　　月　　日

　午前・午後　　時　　分
	
	奥州市


様式№５（第57条関係）
	受理番号
	受理年月日時刻
	
	委員長
	事務局長
	係

	第　　号
	令和　 年　  月　　日

午前・午後　 時　　分
	
	
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　　月　　日
　奥州市選挙管理委員会
委員長　佐賀　克也　様
　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(政治団体名,　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　事務所の所在地
　　　　　　　　　　　　電　話　番　号　    　　－
　　　　　　　　　　　　eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　
 eq \o\ad(政治活動用ビラ届,　　　　　　　　　　　　　　)
　令和８年３月８日執行の奥州市長選挙において、公職選挙法第201条の９第１項第６号の規定により政治活動用ビラを別添のとおり届け出ます。
備考　
１　ビラの見本１部を必ず添えること。
２　政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合には、この限りではない。

様式№６（第53条関係）
第　　号　　　　　　令和８年３月８日執行奥州市長選挙
証紙番号＿＿＿＿　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政治団体名
政治活動用ポスター証紙交付票
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥州市選挙管理委員会　　　印
	交　付　月　日
	交　付　枚　数
(ポスターの枚数)
	交付枚数累計
	市委員会取扱者印

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	法定限度枚数
	1,000枚


備考
１　掲示しようとするポスターの枚数を交付枚数欄に記入し、その種類ごとに見本１枚を添えて提出してください。
２　証紙を法定限度数受けとったときは、この交付票は委員会に返してください。３　交付枚数が法定限度枚数に達しないときは、委員会で取扱者の印を押して請求　者にお返しします。
４　証紙の番号は、この交付票の左上の番号と一致するものですから交付されたときは、確認して受け取ってください。
様式№７(第58条関係)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　　月　　日
　奥州市選挙管理委員会
委員長　佐賀　克也　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　政治団体名
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　
 eq \o\ad(機関新聞紙（雑誌）届,　　　　　　　　　　　　　　)
　令和８年３月８日執行奥州市長選挙について、公職選挙法第 201条の15の規定に
より次のとおり届け出ます。
	区　　分
	新　聞　紙
	雑　　　誌
	摘　　　要

	eq \o\ad(機関紙誌名,　　　　　　　)
	
	
	

	eq \o\ad(編集人氏名,　　　　　　　)
	
	
	

	eq \o\ad(発行人氏名,　　　　　　　)
	
	
	

	eq \o\ad(創刊年月日,　　　　　　　)
	年　 月　 日
	年　 月　 日
	

	発　行　部　数
	部
	部
	

	発　行　回　数
	回
	回
	

	発　行　方　法
	
	
	

	引き続いて発行
されている期間
	年　　月
	年　　月
	


備考
１　発行回数欄には、「月何回」、「週何回」、「日刊」等と記載すること。
　２　新聞紙（雑誌）の見本を１部添付すること。
３　政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、政治団体の代表者本人の署名その他の措置がある場合には、この限りではない。
様式№８（第50条関係）

第　　号
 eq \o\ad(政治団体確認書,　　　　　　　　　　　　　　)
　１　選　　挙　　名　　　令和８年３月８日執行奥州市長選挙
　２　eq \o\ad(政治団体名,　　　　　　　)　　　
　３　事務所の所在地　　　
　４　eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　　)　　　
　上記の団体は、公職選挙法第201条の９第１項ただし書の規定を受ける政治団体であることを確認する。
　　令和８年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥州市選挙管理委員会　　印
様式№９（第52条関係）


様式№10（第53条関係）


備考　番号は政党その他の政治団体ごとに

異なる番号を表示するものとする。
様式№11（第56条関係）

様式№12
令和８年３月８日執行奥州市長選挙

交付書類　　

	種　　　　　類
	数　量
	備　考

	政治団体確認書
	１枚
	

	政治活動用自動車表示板
	１枚
	


交付書類受領書
　上記書類を受領いたしました。

　　令和８年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　政治団体名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(受領代人,　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　奥州市選挙管理委員会
委員長　　佐賀　克也　様
様式№13
令和８年３月８日執行奥州市長選挙

交付書類　　

	種　　　　　類
	数　量
	備　考

	政談演説会告知用表示票
	枚
	・一つの政談演説会につき５枚
・２回まで開催可


交付書類受領書
　上記書類を受領いたしました。

　　令和８年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　政治団体名　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(受領代人,　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　 　　　　　　　　　　㊞

　奥州市選挙管理委員会
委員長　　佐賀　克也　様
政





　　政党その他の政治団体名





　　　令和八年三月八日執行　奥州市長選挙





　　　　　　　政治活動用自動車








　　　　　　　　　　　　　　　　奥州市選挙管理委員会　印　





令和８年３月８日執行


奥州市長選挙政治活動





第　　　号


奥州市選挙管理委員会





奥州市選挙管理委員会





　令和　年　月　日開催　　　　　　第　号の　　　　　　　　


　　政治団体名


� eq \o\ad(政談演説会告知用,　　　　　　　　　　)�





表　示　票





　　　　　　　　　奥州市選挙管理委員会　印
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